
自立支援医療費について



精神障害者通院医療公費負担
と自立支援医療の違い①

� 申請窓口

通院公費・・・病院での代行申請あり

自立支援・・・原則は市町村窓口

� 有効期限

通院公費・・・２年

自立支援・・・１年



精神障害者通院医療公費負担
と自立支援医療の違い②

� 申請書類
通院公費・・・医師の診断書（福祉手張や年

金証書で代用可）
申請書
患者票
保険証
印鑑

自立支援・・・医師の意見書（代用不可）
申請書
受給者証
所得証明書類
保険証
印鑑



精神障害者通院医療公費負担
と自立支援医療の違い③

� 更新

通院公費・・・有り

自立支援・・・有り



自立支援医療の自己負担金①

� 自己負担金はいくら払うの？

通院公費制度では、対象の患者様全員が
一律でかかった費用の５％が自己負担で
したが、自立支援医療では対象の患者様
の世帯収入と症状（重度かつ継続に該当
するか否か）によって１０％自己負担に上
限額がある方とない方など異なります。



自立支援医療の自己負担金②



自立支援医療の自己負担金③

� 自己負担上限額の管理について

月ごとの自己負担額に上限額が設定さ
れた方については、定められた上限額に
達するまでは、1割の自己負担となり、上
限額に達すると、その月の自己負担はなく
なります。



自立支援医療の受診病院につ
いて①

� 受診医療機関につい
「医療受給者証」に指定医療機関が書いてありま
す。その指定医療機関に行って、受診される方
が、医療機関の窓口に提示することが必要とな
ります。

医療機関を変更される場合には、必ず事前に
市町村窓口において「変更申請」の手続きを行っ
てください。



自立支援医療の受診病院につ
いて②

� 自立支援医療を使って病院受診をする時に必要
な物は？

①自立支援医療受給者証

②自己負担上限額が決まっている人は、

自己負担上限額管理票

が必要になります。

③保険証



デイケア・デイナイトケアをご利
用の患者様は①

� 今までの利用と違う点は？

自立支援法に定められた金額を徴収する
ことになります。しかし、利用した分の費用
をすべて徴収するのではなく、それぞれ自
己負担の上限額に達するとその月の自己
負担はなくなります。



デイケア・デイナイトケアをご利
用の患者様は②

� お金の支払方法は？

定期的にご利用の方は、毎月２０日前後に一括
でお支払して頂きます。不定期なご利用の方は、
ご利用ごとにお支払して頂きます。

※詳細は、ﾃﾞｲｹｱ・ﾃﾞｲﾅｲﾄｹｱの説明会でお話しし
ます。



最後に・・・

以上、簡単にご説明させて頂きました。

ご不明な点があれば遠慮なく、支援セ
ンターもしくは受付窓口にお問合せ下
さい。


